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第２次安倍内閣発足時からの女性活躍の進捗
第２次安倍内閣以降、女性活躍の取組が急速に拡大。機運が高まり、国内外での連携・共鳴が広がっている。

○「日本再興戦略」及びその改訂版に明記
成長戦略の中核に女性の活躍を位置付け（2013年～）

○「待機児童解消加速化プラン」 の策定(2013年）

○育児休業給付の充実（2014年４月施行)

○「国際女性会議ＷＡＷ！」を開催(2014年9月、2015年8月、2016年

12月、2017年11月）

○「女性活躍加速のための重点方針」の策定（2015年～）
女性活躍の加速の観点を、各府省の概算要求等に反映することを

目的として毎年策定

○第４次男女共同参画基本計画の閣議決定（2015年12月）
男女共同参画・女性活躍推進に係る今後５年間の基本的な方向

などを定めた法定計画

○国の公共調達においてワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点
評価する指針の決定（2016年３月）

○「女性活躍推進法」が完全施行（2016年４月）

○G７伊勢志摩サミットの首脳会合及び全ての関係閣僚会合にお

いて「女性活躍推進」をアジェンダに設定（ジェンダー主流化）

（2016年５月）

○「子育て安心プラン」の公表（2017年６月）

○刑法の一部改正（強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等）

（2017年7月施行）

○国家公務員の旧姓使用の拡大（2017年９月）

○女性の就業者数が５年で201万人増加（2012～17年）

※就業者数は全体（男性・女性）で251万人増加。また、女性の生産年齢人口は減少して

いるが、女性の就業者数は６年連続で増加。

○子育て期（25～44歳）の女性の就業率が上昇

67.7％(2012年） ⇒ 74.3％（2017年）

○第１子出産前後の妻の継続就業率

これまで４割前後で推移 ⇒ 53.1%(2010～14年)

○上場企業の女性役員数が２倍以上に増加

630名(2012年７月） ⇒ 1,510名（2017年７月）

○民間企業（100人以上）の役職者に占める女性の割合が上昇
係長級 14.4％（2012年） ⇒ 18.４％（2017年）

課長級 7.9％（2012年） ⇒ 10.9％ （2017年）

部長級 4.9％（2012年） ⇒ 6.3％（2017年）

○国家公務員の各役職段階に占める女性の割合が上昇
・本省課室長相当職

2.7％（2013年１月） ⇒ 4.4％ （2017年７月）

・指定職相当
1.6％（2013年１月） ⇒ 3.8％ （2017年７月）

○「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」が行動宣言を公表

（2014年６月）、賛同者も増加

９名(2014年６月） ⇒ 172名（2018年5月）

○UN Women が、ジェンダー平等を推進する世界の政治的トップ

リーダー10人に安倍総理を、世界のトップ大学10校に名古屋大

学を選出（2015年６月）

○内外への影響○第２次安倍内閣以降の取組
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女性が直面している様々な困難が解消された「フェアネスの高い社会」の構築

 子育て・介護基盤の整備及び教育の負担軽減に向けた取組の推進
待機児童解消や「介護離職ゼロ」に向けた子育て・介護基盤の整備、教育の負担軽減に向けた取組の推進、乳児用液体ミルクの普及に向けた取組の推進

 性別にとらわれず多様な選択を可能とするための教育・学習の充実

自らのライフ・キャリアについて考える機会の充実に向けた学校教育段階からのキャリア形成に係る学びの充実

 女性活躍の視点に立った制度等の整備
働く意欲を阻害しない制度等の在り方の検討、男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針の改訂

 いまだ日本に根強く残る“男社会”

 女性が抱える困難が解決すべき課題として社会で認識されていない

 女性特有の健康上の課題、女性に対する暴力等が解決されずに存続

残された女性活躍“以前”の課題の解消

 少子化・人口減少に直面する日本

 女性活躍の場の拡大が多様性を生み、生産性向上・経済成長に資す

る付加価値を生み出す原動力となる

女性が働きがいを持てる就業環境の整備

 生涯を通じた女性の健康支援の強化
子宮頸がん・乳がん検診の更なる普及、産後うつや女性の更年期への対策支援の促進、低用量ピルの活用等を含む女性の健康保持への理解促進、スポーツを通じた健康増進

 困難を抱える女性への支援
妊娠した生徒への学業継続に向けた適切な対応、ひとり親家庭等への支援、養育費の履行確保に向けた検討、非正規雇用労働者の待遇改善

 女性に対するあらゆる暴力の根絶
ワンストップ支援センターの運営の安定化等による性犯罪・性暴力対策の推進、セクハラ根絶に向けた取組の推進、DV被害者への支援の拡充

女性活躍加速のための重点方針2018 (平成30年６月12日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)

安全・安心な暮らしの実現

女性活躍のための基盤整備

 女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組の推進
多様で柔軟な働き方、ワーク・ライフ・バランス、テレワークの推進、女性の復職・再就職等の促進に向けた「学び直し」の拡充、女性活躍による地方創生の実現

 男性の暮らし方・意識の変革
「男の産休」や男性の育児休業等の取得の促進、国家公務員の管理職の人事評価における適切な評価、「“おとう飯”キャンペーン」等の実施による国民の意識の醸成

 あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成

女性活躍推進法の施行後３年の見直しも含めた必要な制度改正の検討、女性活躍情報の見える化の促進、女性役員登用の拡大、メディア分野等における参画拡大、

女性の起業への支援の強化、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成30年法律第28号）を踏まえた取組の推進

あらゆる分野における女性の活躍

基本的な考え方

２



＜事業展開＞

○政治分野・経済分野における「見える化」の促進

○WAW（国際女性会議）の開催（26年～ ４回開催）

○理工系女子応援ネットワークの構築（30年５月；173団体）

→夏のリコチャレ（29年度実績；125団体186イベント実施 約23,000名参加）

○役員候補となる女性リーダー育成研修の実施（29年度～）

○女性の起業に対する支援の強化

→女性起業家等支援ネットワークの構築(28年度～）

→女性起業家に対する相談会や企業とのマッチング等の支援

○「“おとう飯”始めよう」キャンペーンなど男性の家事・育児の参画促進

○さんきゅうパパ プロジェクト

→男性配偶者の出産直後の休暇取得率 55.9％

○女性活躍に取り組む農業経営体の認定

→3年間で102経営体を認定

○農業女子プロジェクトの推進（25年～）

→企業等とコラボし広く情報発信(農業女子ﾒﾝﾊﾞｰ677名、

参画企業等35社･5校）

参考 ： これまでの女性活躍加速のための重点方針の成果

○強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等を内容とする刑法の

一部改正（29年7月施行）

○性犯罪・性暴力被害者支援交付金の創設（29年度）

→性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを

43都道府県に設置済（30年４月現在）

○性犯罪被害相談電話番号の全国統一化（29年８月～）

○若年者を対象とした性的な暴力の根絶に向けた取組の推進

○ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクトの開始（27年度～）

＜制度等＞

○女性活躍推進法の成立（28年4月完全施行）

○公共調達の取組指針に基づく加点評価の取組を開始(28年度～）

→国の全26機関が28年度中に取組開始（これまでに19機関が全面実施）

○地域女性活躍推進交付金の創設（29年度）

○いわゆるマタハラ防止のための男女雇用機会均等法等改正（29年

1月施行）

○保育所に入れない場合等の育児休業期間の延長等を盛り込んだ

育児・介護休業法改正（29年10月施行)

○「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組

指針」の策定・同指針を踏まえた取組計画に基づく施策の推進

○「第5期科学技術基本計画」に基づく女性の活躍促進に向けた施策

の推進

○出生時両立支援助成金の創設（28年度）

○政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の成立・施行

（30年５月）

○保育の受け皿確保に向けた取組

→「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人

分の受け皿整備を行う（新しい経済政策パッケージ 29年12月)

○マイナンバーカード、パスポートにおける旧姓併記の推進

○液体ミルクの普及に向けて、食品衛生法に基づく規格基準の設定に

向けた取組の加速

○男女共同参画、女性活躍に係る褒章分野（女性活躍推進功績）の

新設（29年度）

あらゆる分野における女性の活躍

安全・安心な暮らしの実現 女性の活躍を支える基盤整備
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●次官以下幹部を含む職員に対する法令等の周知徹底

【各府省】

●セクハラ防止研修を課長級職員や幹部職員にも義務化

【各府省、人事院】

幹部候補者に対する研修受講の徹底と受講状況の確認

【内閣人事局】

●各種研修にセクハラ防止に関する項目を追加

【各府省、内閣人事局】

●社外で業務を遂行する際の民間事業主の責務について

の周知徹底 【厚生労働省】

●各府省における対策のフォローアップ強化【人事院】

●民間事業主の義務履行の実効性確保【厚生労働省】

●外部の者からの通報窓口の整備【各府省】

●プライバシー保護の徹底【各府省】

●各府省から独立した通報窓口設置の検討【人事院】

【法令等の周知徹底】

【通報窓口の整備】

●取材現場及び指導的地位での女性の活躍促進を要請
【内閣府】

●上記等の対策について、地方公共団体へ要請【総務省】

●二次被害防止のため、事業者によるインターネット上の
被害者プライバシー侵害情報削除への支援【総務省】

１．セクシュアル・ハラスメント防止に係る制度の周知・改善

２．行政における取材対応の改善

●取材現場で女性記者の活躍が阻害されない環境の整備等
【各府省】

●メディア分野の経営者団体等との意思疎通の場を設定
【内閣府】

３．メディアへの要請

【女性参画拡大等の要請】

H30.6.12 すべての女性が輝く社会づくり本部決定

【実効性の向上】

【地方への要請】

【プライバシー侵害情報の削除】

【取材環境の整備】

セクシュアル・ハラスメント対策の強化について～メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策～
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政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与する。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の概要

１ 目的（第１条）

１. 衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等と
なることを目指して行われるものとする。

２ .男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。
３. 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。

２ 基本原則（第２条）

３ 責務等（第３条及び第４条）

国及び地方公共団体の責務

政党その他の政治団体の努力

政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

当該政党等に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとする。

実態の調査及び情報の収集等（第５条）、啓発活動（第６条）、環境の整備（第７条）、 人材の育成等（第８条）

４ 基本的施策

５ 法制上の措置等（第９条）

実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、必要な法制上又は財政上の措置等を講ずるものとする。

基本原則にのっとり

※ 平成３０年５月２３日公布・施行 ５


